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第
三
十
八
条　
﹇
略
﹈

２　

基
本
教
育
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
警
備
員
（
法
第
二
十
三
条
第
四
項
の

合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備

員
及
び
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
を
除
く
。）

の
区
分
に
応
じ
、
警
備
業
務
に
関
す
る
基
本
的
な
知
識
及
び
技
能
に
係
る
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
教
育
事
項
に
つ
い
て
行
う
教
育
と
す
る
。

３　

業
務
別
教
育
は
、
警
備
員
を
主
と
し
て
従
事
さ
せ
る
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

警
備
業
務
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
警
備
業
務
を
適
正
に
実
施
す
る
た
め
必
要
な

知
識
及
び
技
能
に
係
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
教
育
事
項
に
つ
い
て
行
う
教
育

と
す
る
。

　「
警
備
業
法
施
行
規
則
」、「
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
」
及
び
「
警
備
員
教
育
を
行
う
者
等
を
定
め
る
規
程
」
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、

令
和
元
年
8
月
30
日
か
ら
施
行
と
な
り
ま
し
た
。
本
改
正
に
よ
り
変
更
と
な
っ
た
点
は
左
記
の
と
お
り
と
な
り
ま
す
。
訂
正
の
上
ご
使
用
く
だ
さ

い
。
（
変
更
の
な
い
部
分
は
﹇
略
﹈
と
表
記
し
て
い
ま
す
。）

警
備
員
の
区
分

教　

育　

事　

項

新
た
に
警
備
業
務
に

従
事
さ
せ
よ
う
と
す

る
警
備
員

一

イ　

警
備
業
務
実
施
の
基
本
原
則
に
関
す
る
こ

と
。

ロ　

警
備
員
の
資
質
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

警
備
業
法
そ
の
他
警
備
業
務
の
適
正
な
実

施
に
必
要
な
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

ニ　

事
故
の
発
生
時
に
お
け
る
警
察
機
関
へ
の

連
絡
そ
の
他
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

ホ　

護
身
用
具
の
使
用
方
法
そ
の
他
の
護
身
の

方
法
に
関
す
る
こ
と
。

現
に
警
備
業
務
に
従

事
さ
せ
て
い
る
警
備

員

二

イ　

警
備
業
務
実
施
の
基
本
原
則
に
関
す
る
こ

と
。

ロ　

警
備
業
法
そ
の
他
警
備
業
務
の
適
正
な
実

施
に
必
要
な
法
令
に
関
す
る
こ
と
。

ハ　

事
故
の
発
生
時
に
お
け
る
警
察
機
関
へ
の

連
絡
そ
の
他
応
急
の
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

備
考一　

基
本
教
育
は
、
指
導
教
育
責
任
者
又
は
当
該
教
育
に
つ
い
て
こ
れ
と
同

等
の
知
識
経
験
が
あ
る
者
と
し
て
国
家
公
安
委
員
会
が
定
め
る
者
が
行
う

も
の
と
す
る
。

二　

こ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
教
育
事
項
の
う
ち
、
同
表
の
一
の
項
ニ
及
び

ホ
並
び
に
二
の
項
ハ
に
掲
げ
る
教
育
事
項
に
つ
い
て
の
教
育
は
、
講
義
の

方
法
及
び
実
技
訓
練
の
方
法
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
教
育
事
項
に

つ
い
て
の
教
育
は
、
講
義
の
方
法
（
同
表
の
一
の
項
ロ
に
掲
げ
る
教
育
事

項
に
つ
い
て
の
教
育
に
あ
つ
て
は
、
講
義
の
方
法
又
は
実
技
訓
練
の
方
法
）

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

三　

前
号
及
び
次
項
の
講
義
の
方
法
は
、
教
本
、
視
聴
覚
教
材
等
必
要
な
教

材
を
用
い
て
行
う
方
法
（
電
気
通
信
回
線
を
使
用
し
て
行
う
も
の
を
含
む
。）

と
す
る
。
た
だ
し
、
電
気
通
信
回
線
を
使
用
し
て
行
う
講
義
の
方
法
に
つ

い
て
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。

イ　

受
講
者
が
本
人
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ　

受
講
者
の
受
講
の
状
況
を
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ハ　

受
講
者
の
警
備
業
務
に
関
す
る
知
識
の
習
得
の
状
況
を
確
認
で
き
る

も
の
で
あ
る
こ
と
。

ニ　

質
疑
応
答
の
機
会
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

警
備
業
務
の
区
分

教　

育　

事　

項

﹇
略
﹈

備
考　

業
務
別
教
育
は
、
講
義
の
方
法
及
び
実
技
訓
練
の
方
法
に
よ
り
、
警
備

業
務
の
区
分
ご
と
に
、
当
該
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
指
導
教
育
責
任
者
又

は
当
該
教
育
に
つ
い
て
こ
れ
と
同
等
の
知
識
経
験
が
あ
る
者
と
し
て
国
家
公

安
委
員
会
が
定
め
る
者
が
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
警
備
員
に
係
る
業
務
別
教
育
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め

る
時
間
数
は
、
当
該
教
育
を
受
け
る
べ
き
警
備
員
一
人
に
対
し
て
警
備
業
務

の
区
分
に
応
じ
た
一
人
以
上
の
指
導
教
育
責
任
者
、
こ
れ
と
同
等
の
知
識
経

－１－



４　

新
た
に
警
備
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
警
備
員
（
合
格
証
明
書
の
交
付
を

受
け
て
い
る
警
備
員
で
当
該
合
格
証
明
書
に
係
る
種
別
の
警
備
業
務
に
従
事
さ

せ
よ
う
と
す
る
も
の
、
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警

備
員
で
当
該
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
の
警
備
業

務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
並
び
に
合
格
証
明
書
又
は
指
導
教
育
責
任
者

資
格
者
証
（
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
警
備
業
務
に
係
る
も
の
を
除
く
。）
及

び
機
械
警
備
業
務
管
理
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
機
械
警

備
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
を
除
く
。）
に
対
す
る
教
育
は
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
警
備
員
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
教
育
の
種

類
に
つ
い
て
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
教
育
時
間
数
以
上
行
う
も
の
と
す
る
。

験
が
あ
る
者
と
し
て
国
家
公
安
委
員
会
が
定
め
る
者
又
は
二
年
以
上
継
続
し

て
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
警
備
員
が
行
う
実
地
教
育
の
方
法
に
よ

る
こ
と
が
で
き
る
。

一　

次
項
の
表
の
一
の
項
及
び
七
の
項
に
掲
げ
る
警
備
員　

こ
れ
ら
の
項
の

下
欄
に
掲
げ
る
教
育
時
間
数
の
う
ち
、
業
務
別
教
育
の
時
間
数
を
二
で
除

し
た
時
間
数
（
当
該
時
間
数
に
三
十
分
以
上
一
時
間
未
満
の
端
数
が
あ
る

と
き
は
一
時
間
に
切
り
上
げ
、
三
十
分
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
切
り

捨
て
る
も
の
と
す
る
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。）
又
は
五
時
間
の
い
ず
れ

か
少
な
い
時
間
数
を
超
え
な
い
時
間
数

二　

次
項
の
表
の
二
の
項
に
掲
げ
る
警
備
員　

同
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
教
育

時
間
数
の
う
ち
、
五
時
間
を
超
え
な
い
時
間
数

三　

次
項
の
表
の
三
の
項
に
掲
げ
る
警
備
員　

同
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
教
育

時
間
数
の
う
ち
、
二
時
間
を
超
え
な
い
時
間
数

四　

次
項
の
表
の
六
の
項
に
掲
げ
る
警
備
員　

同
項
の
下
欄
に
掲
げ
る
教
育

時
間
数
の
う
ち
、
業
務
別
教
育
の
時
間
数
を
二
で
除
し
た
時
間
数
又
は
二

時
間
の
い
ず
れ
か
少
な
い
時
間
数
を
超
え
な
い
時
間
数

警
備
員
の
区
分

教
育
の
種
類

教
育
時
間
数

二
の
項
か
ら
七
の
項
ま
で
に
掲

げ
る
警
備
員
以
外
の
警
備
員

一

基
本
教
育
及
び

業
務
別
教
育

合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て

い
る
警
備
員
で
当
該
合
格
証
明

書
に
係
る
種
別
の
警
備
業
務
以

外
の
警
備
業
務
に
従
事
さ
せ
よ

う
と
す
る
も
の
又
は
指
導
教
育

責
任
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受

二

業
務
別
教
育

二
十
時
間

十
時
間

け
て
い
る
警
備
員
で
当
該
指
導

教
育
責
任
者
資
格
者
証
に
係
る

警
備
業
務
の
区
分
以
外
の
区
分

の
警
備
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う

と
す
る
も
の
（
三
の
項
及
び
六

の
項
に
掲
げ
る
警
備
員
を
除

く
。）

合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て

い
る
警
備
員
で
当
該
合
格
証
明

書
に
係
る
種
別
の
警
備
業
務
以

外
の
警
備
業
務
に
従
事
さ
せ
よ

う
と
す
る
も
の
又
は
指
導
教
育

責
任
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受

け
て
い
る
警
備
員
で
当
該
指
導

教
育
責
任
者
資
格
者
証
に
係
る

警
備
業
務
の
区
分
以
外
の
区
分

の
警
備
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う

と
す
る
も
の
の
う
ち
、
最
近
三

年
間
に
当
該
警
備
業
務
に
従
事

し
た
期
間
が
通
算
し
て
一
年
以

上
で
あ
る
も
の

三

業
務
別
教
育

三
時
間

機
械
警
備
業
務
管
理
者
資
格
者

証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備

員
で
機
械
警
備
業
務
に
従
事
さ

せ
よ
う
と
す
る
も
の
（
五
の
項

及
び
六
の
項
に
掲
げ
る
警
備
員

を
除
く
。）

四

基
本
教
育

十
時
間

機
械
警
備
業
務
管
理
者
資
格
者

証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備

員
で
機
械
警
備
業
務
に
従
事
さ

せ
よ
う
と
す
る
も
の
の
う
ち
、

最
近
三
年
間
に
警
備
業
務
に
従

事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
一
年

以
上
で
あ
る
も
の
又
は
警
察
官

の
職
に
あ
つ
た
期
間
が
通
算
し

五

基
本
教
育

三
時
間

－２－



５　

現
に
警
備
業
務
に
従
事
さ
せ
て
い
る
警
備
員
（
合
格
証
明
書
（
国
家
公
安
委
員

会
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
当
該
合
格
証
明

書
に
係
る
種
別
の
警
備
業
務
に
従
事
さ
せ
て
い
る
も
の
及
び
指
導
教
育
責
任
者

資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
当
該
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証

に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
の
警
備
業
務
に
従
事
さ
せ
て
い
る
も
の
を
除
く
。）
に

対
す
る
教
育
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
警
備
員
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
教
育
の
種
類
に
つ
い
て
、
毎
年
度
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
教

育
時
間
数
以
上
行
う
も
の
と
す
る
。

６　

警
備
員
教
育
は
、
第
六
十
六
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
教
育
計
画
書
に
記
載

す
る
教
育
計
画
に
基
づ
き
、
適
切
か
つ
効
果
的
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

【
３
６
１
頁
・
上
段
】

　
（
警
備
員
の
名
簿
等
）

第
六
十
六
条　

法
第
四
十
五
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

　

一
〜
四　
﹇
略
﹈

五　

年
度
ご
と
に
、
警
備
員
教
育
に
係
る
実
施
時
期
、
内
容
、
方
法
、
時
間
数
、

実
施
者
の
氏
名
及
び
対
象
と
す
る
警
備
員
の
範
囲
に
関
す
る
計
画
を
記
載
し
た

教
育
計
画
書

六　

年
度
ご
と
に
、
警
備
員
教
育
に
係
る
実
施
年
月
日
、
内
容
、
方
法
、
時
間
数
、

実
施
者
の
氏
名
及
び
対
象
と
な
つ
た
警
備
員
の
氏
名
を
記
録
し
、
指
導
教
育
責

任
者
及
び
実
施
者
が
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
誤
り
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る

て
一
年
以
上
で
あ
る
も
の

最
近
三
年
間
に
業
務
別
教
育
に

係
る
警
備
業
務
の
区
分
の
警
備

業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算

し
て
一
年
以
上
で
あ
る
警
備
員

で
当
該
区
分
の
警
備
業
務
に
従

事
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
（
三

の
項
及
び
五
の
項
に
掲
げ
る
警

備
員
を
除
く
。）

六

基
本
教
育
及
び

業
務
別
教
育

七
時
間

最
近
三
年
間
に
業
務
別
教
育
に

係
る
警
備
業
務
の
区
分
の
警
備

業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算

し
て
一
年
以
上
で
あ
る
警
備
員

で
当
該
区
分
以
外
の
区
分
の
警

備
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す

る
も
の
又
は
警
察
官
の
職
に
あ

つ
た
期
間
が
通
算
し
て
一
年
以

上
で
あ
る
警
備
員
（
二
の
項
か

ら
六
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
警
備

員
を
除
く
。）

七

基
本
教
育
及
び

業
務
別
教
育

十
三
時
間

警
備
員
の
区
分

教
育
の
種
類

教
育
時
間
数

二
の
項
に
掲
げ
る
警
備
員
以
外

の
警
備
員

一

基
本
教
育
及
び

業
務
別
教
育

合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て

い
る
警
備
員
で
当
該
合
格
証
明

二

業
務
別
教
育

十
時
間

六
時
間

書
に
係
る
種
別
の
警
備
業
務
以

外
の
警
備
業
務
に
従
事
さ
せ
て

い
る
も
の
、
合
格
証
明
書
（
国

家
公
安
委
員
会
が
定
め
る
も
の

を
除
く
。）
の
交
付
を
受
け
て
い

る
警
備
員
で
当
該
合
格
証
明
書

に
係
る
種
別
の
警
備
業
務
に
従

事
さ
せ
て
い
る
も
の
又
は
指
導

教
育
責
任
者
資
格
者
証
の
交
付

を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
当
該

指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
に

係
る
警
備
業
務
の
区
分
以
外
の

区
分
の
警
備
業
務
に
従
事
さ
せ

て
い
る
も
の

備
考一　

こ
の
表
の
一
の
項
に
掲
げ
る
警
備
員
に
係
る
基
本
教
育
に
つ
い
て
は
、

当
該
警
備
員
に
対
し
新
た
に
警
備
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
警
備
員

と
し
て
基
本
教
育
を
行
つ
た
日
の
属
す
る
年
度
は
、
行
わ
な
く
て
も
よ
い
。

二　

こ
の
表
に
掲
げ
る
警
備
員
に
係
る
業
務
別
教
育
に
つ
い
て
は
、
当
該
警

備
員
に
対
し
新
た
に
警
備
業
務
に
従
事
さ
せ
よ
う
と
す
る
警
備
員
と
し
て

業
務
別
教
育
を
行
つ
た
日
の
属
す
る
年
度
は
、
当
該
業
務
別
教
育
に
係
る

警
備
業
務
の
区
分
に
関
し
て
は
、
行
わ
な
く
て
も
よ
い
。

－３－



旨
を
付
記
し
た
書
類

　

七
・
八　
﹇
略
﹈

２　

法
第
四
十
五
条
に
規
定
す
る
警
備
員
の
名
簿
は
、
当
該
警
備
員
が
退
職
し
た
後

に
お
い
て
も
、
そ
の
退
職
の
日
か
ら
一
年
間
、
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、

実
地
に
指
導
し
た
日
か
ら
二
年
間
、前
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、

当
該
年
度
が
終
了
し
た
後
に
お
い
て
も
、
そ
の
終
了
の
日
か
ら
二
年
間
、
備
え
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
教
育
計
画
書
は
、
当
該
年
度
の
開
始
の
日
の
三
十
日

前
ま
で
に
備
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

附　

則　
〔
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
内
閣
府
令
第
二
四
号
〕

　
（
施
行
期
日
）

第
一
条　

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
経
過
措
置
）

第
二
条　

こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
警
備
業
法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
備
え

て
い
る
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
前
の
警
備
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
令
」
と
い

う
。）
第
六
十
六
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
書
類
（
こ
の
府
令
の

施
行
の
日
前
に
終
了
し
た
教
育
期
（
旧
令
第
三
十
八
条
第
二
項
の
表
の
二
の
項
の

下
欄
に
規
定
す
る
教
育
期
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。）
に
係
る
も
の
に
限

る
。）
に
つ
い
て
の
こ
の
府
令
に
よ
る
改
正
後
の
警
備
業
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新

令
」
と
い
う
。）
第
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

２　

こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
警
備
業
法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
備
え
て
い

る
旧
令
第
六
十
六
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
教
育
計
画
書
（
こ
の
府
令
の
施
行

の
日
の
属
す
る
教
育
期
に
係
る
も
の
に
限
る
。）
に
つ
い
て
の
新
令
第
六
十
六
条

第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
年
度
が
終
了
し
た
後
に
お

い
て
も
、
そ
の
終
了
の
日
」
と
あ
る
の
は
、「
警
備
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
内
閣
府
令
（
令
和
元
年
内
閣
府
令
第
二
十
四
号
）
の
施
行
の
日
の
前
日
」

と
す
る
。

第
三
条　

こ
の
府
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
度
の
新
令
第
六
十
六
条
第
一
項
第
五

号
に
掲
げ
る
教
育
計
画
書
に
つ
い
て
の
同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
当
該
年
度
の
開
始
の
日
の
三
十
日
前
ま
で
に
備
え
て
お
か
な
け
れ

ば
」
と
あ
る
の
は
、「
警
備
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
（
令

和
元
年
内
閣
府
令
第
二
十
四
号
）
の
施
行
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
以
内

に
備
え
な
け
れ
ば
」
と
す
る
。

第
四
条　

こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
府
令
の
施
行
後
に

し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

【
４
３
９
頁
・
上
段
】

　
（
特
定
の
種
別
の
警
備
業
務
の
実
施
基
準
）

第
二
条　
﹇
略
﹈

種　
　

別

警　

備　

員

人　
　

数

一
〜
三
﹇
略
﹈

五
〜
八
﹇
略
﹈

四　

雑
踏
警
備
業
務

１　

雑
踏
警
備
業
務
に

係
る
一
級
検
定
合
格

警
備
員

雑
踏
警
備
業
務
を
行
う
場

所
（
当
該
雑
踏
警
備
業
務

の
実
施
の
適
正
の
確
保
上

当
該
場
所
が
二
以
上
の
区

域
に
区
分
さ
れ
る
場
合
に

限
る
。）
ご
と
に
、
一
人

２　

雑
踏
警
備
業
務
に

係
る
一
級
検
定
合
格

警
備
員
又
は
二
級
検

定
合
格
警
備
員

雑
踏
警
備
業
務
を
行
う
場

所
ご
と
（
当
該
雑
踏
警
備

業
務
の
実
施
の
適
正
の
確

保
上
当
該
場
所
が
二
以
上

の
区
域
に
区
分
さ
れ
る
場

合
に
は
、
そ
れ
ら
の
区
域

ご
と
）
に
、
一
人
以
上

備
考一　

こ
の
表
の
一
の
項
の
１
の
下
欄
の
空
港
保
安
警
備
業
務
を
行
う
場
所
の

範
囲
を
特
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
手
荷
物
そ
の
他
の
航
空
機
に
持
ち
込

ま
れ
る
物
件
の
検
査
（
以
下
「
手
荷
物
等
検
査
」
と
い
う
。）
に
用
い
ら
れ

る
金
属
探
知
機
、
エ
ッ
ク
ス
線
透
視
装
置
そ
の
他
の
機
械
器
具
（
以
下
「
手

荷
物
等
検
査
用
機
械
器
具
」
と
い
う
。）
の
性
能
、
情
報
通
信
技
術
の
利
用

の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
す
る
も
の
と
す
る
。

二　

こ
の
表
の
四
の
項
の
１
及
び
２
の
下
欄
の
区
域
を
特
定
す
る
に
当
た
っ

て
は
、
雑
踏
警
備
業
務
を
行
う
場
所
の
広
さ
、
当
該
場
所
に
お
い
て
予
想

さ
れ
る
雑
踏
の
状
況
、
当
該
雑
踏
警
備
業
務
に
従
事
す
る
警
備
員
の
人
数

及
び
配
置
の
状
況
、
情
報
通
信
技
術
の
利
用
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘

案
す
る
も
の
と
す
る
。

－４－



【
４
４
６
頁
・
上
段
】

　
（
講
習
会
の
実
施
基
準
）

第
十
七
条　
﹇
略
﹈

一
〜
四　
﹇
略
﹈

﹇
号
を
削
る
。﹈

五
〜
十
四　
﹇
略
﹈（
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。）

【
５
１
２
頁
・
下
段
】

　
（
業
務
別
教
育
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
）

第
二
条　

府
令
第
三
十
八
条
第
三
項
の
表
の
備
考
の
国
家
公
安
委
員
会
が
定
め
る
者

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一　

指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
（
当
該
指
導
教
育
責

任
者
資
格
者
証
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
の
警
備
業
務
に
係
る
業
務
別
教
育
を

行
う
場
合
に
限
る
。）

二　

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を

受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
警
備
員
の
指
導
及
び
教
育
に
つ
い
て
十
分
な
能
力

　
　
　

附　

則　
〔
令
和
元
年
八
月
三
〇
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号
〕

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

【
４
６
１
頁
・
上
段
】

別
表
第
二
（
第
六
条
関
係
）

を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
合
格
証
明
書
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分

の
警
備
業
務
に
係
る
業
務
別
教
育
を
行
う
場
合
に
限
る
。）

三　

検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
二
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を

受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
当

該
合
格
証
明
書
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
の
警
備
業
務
に
継
続
し
て
一
年
以
上

従
事
し
て
お
り
、
か
つ
、
警
備
員
の
指
導
及
び
教
育
に
つ
い
て
十
分
な
能
力
を

有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
当
該
合
格
証
明
書
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
の

警
備
業
務
に
係
る
業
務
別
教
育
を
行
う
場
合
に
限
る
。）

四　

法
第
四
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
機
械
警
備
業
務
管
理
者
資
格
者
証
の
交

付
を
受
け
て
い
る
者
（
機
械
警
備
業
務
に
係
る
業
務
別
教
育
を
行
う
場
合
に
限

る
。）

五　

前
各
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
府
令
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務

別
教
育
を
行
う
に
つ
い
て
十
分
な
能
力
を
有
す
る
者
と
し
て
都
道
府
県
公
安
委

員
会
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
者

　
（
教
育
義
務
の
除
外
に
係
る
警
備
員
）

第
三
条　

府
令
第
三
十
八
条
第
五
項
の
国
家
公
安
委
員
会
が
定
め
る
合
格
証
明
書

は
、
検
定
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
一
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
と
す
る
。

種
別

科　

目

試
験

区
分

判　

定　

の　

基　

準

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

﹇
略
﹈

空
港
保
安

警
備
業
務

学
科

試
験

１　

手
荷
物
等
検
査
用
機
械
器
具
の
構
造
、

作
動
原
理
及
び
機
能
に
関
す
る
高
度
に
専

門
的
な
知
識
を
有
す
る
こ
と
。

２
〜
５　
﹇
略
﹈

手
荷
物
等

検
査
に
関

す
る
こ
と
。

こ
の
度
の
改
正
に
伴
い
、「
警
備
業
法
等
の
解
釈
運
用
基
準
に
つ
い

て
（
通
達
）」（
平
成
二
七
年
一
二
月
二
一
日
付
け
警
察
庁
丙
生
企
発
第

一
三
二
号
）
は
廃
止
と
な
り
、
新
た
な
解
釈
運
用
基
準
が
定
め
ら
れ
ま

し
た
（「
警
備
業
法
等
の
解
釈
運
用
基
準
に
つ
い
て
（
通
達
）」（
令
和

元
年
八
月
三
〇
日
付
け
警
察
庁
丙
生
企
発
第
二
三
号
））。

新
基
準
を
含
め
た
、
本
改
正
に
関
す
る
通
達
一
式
を
ま
と
め
た
フ
ァ

イ
ル
「
警
備
業
法
施
行
規
則
及
び
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

等
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」
を
全
国
警
備
業
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
お
り
ま
す
。
左
記
Ｕ
Ｒ
Ｌ
又
は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
の
上
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.ajssa.or.jp/w

p-content/
uploads/2

0
1
9
/0
9
/kisoku-kaisei.pdf
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